
 

 

（お知らせ） 

令和元年８月９日 

航 空 幕 僚 監 部 

 

 

空自Ｆ－３５Ａ戦闘機墜落事故の調査結果について  

 

 

１ 事故の概要  

（１）日時：平成３１年４月９日（火）１９時２６分３０秒頃  

（２）場所：青森県東方太平洋上（三沢基地東方約１３５Ｋｍ付近の洋上）  

（３）機種：Ｆ－３５Ａ戦闘機  

（４）概要：第３航空団（三沢基地）所属のＦ－３５Ａ戦闘機が訓練空域に

おいて夜間の対戦闘機戦闘訓練を実施中、通信途絶の上、レーダー航

跡が消失し、墜落。  

（５）被害：搭乗員１名死亡、Ｆ－３５Ａ戦闘機１機の破壊  

 

２ 事故の経過  

（１） １９時２０分頃、事故機は４機編隊の１番機として、三沢基地東方の

訓練空域において２機毎の編隊に分かれ、対戦闘機戦闘訓練を開始  

（２） １９時２５分頃、事故機は、対抗側を撃墜（模擬）した旨を地上管制

へ通報  

（３） １９時２５分５８秒、地上管制は訓練空域に接近してきた米軍機と高

度差をとるため、事故機に対して３２，０００フィートへの降下指示を

発出。事故機は了解した旨を通報した後、左降下旋回を開始  

（４） １９時２６分１４秒、地上管制が事故機に対して更に左急旋回の指示

を発出し、その直後、事故機は訓練中止の旨「ノック・イット・オフ」

を通報  

（５） １９時２６分３０秒頃、事故機のレーダー航跡が消失、通信途絶  

（６）２１時４５分以降、レーダー航跡が消失した位置付近の海面で、事  

故機の尾翼の一部を発見、回収し、墜落と断定。  

 

 

 



 

３ 事故の原因  

（１） 本事故は、夜間における飛行訓練中、事故機が高高度から降下する際、

過度な急降下姿勢となり、有効な回復操作が行われないまま海面に衝突

したものである。  

（２） 事故機が過度な急降下姿勢となったのは、水平線が確認できない暗夜

の環境下において、事故機操縦者が加速度（Ｇ）を伴う急降下旋回を実

施する間に、自覚しないまま空間識失調に陥ったためと推定される。  

（３） また、有効な回復操作が行われないまま海面と衝突したのは、事故機

操縦者が空間識失調のため過度な急降下姿勢に陥っていることを認識

しておらず、回復操作を実施できなかった、又は、警報により回復操作

を試みたものの間に合わなかった、と推定される。  

 

４ 再発防止策  

（１）空間識失調に関する教育・訓練（シミュレーター訓練を含む。）  

（２）夜間飛行における適時適切な飛行諸元の確認  

（３）各種警報装置に関する教育・訓練（シミュレーター訓練を含む。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


